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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に掘削部が配置され，かつ，後側に非掘削部が配置された底土掘削手段と，該底土
掘削手段の前方位置から底土を排出するための排土手段と，底土が前記底土掘削手段にお
ける非掘削部を通過するのを実質的に防止するよう構成配置されたバリア手段とを備え、
前記バリア手段は前記底土掘削手段の前方に配置される水底トレンチ掘削装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記バリア手段は，前記底土に
含まれている固形物質のうち，選択された限界寸法よりも最大寸法の大きい固形物質の通
過を防止するよう構成されている水底トレンチ掘削装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記排土手段は，底土を
流動状態で搬送するものである水底トレンチ掘削装置。
【請求項４】
　請求項３に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記排土手段は，エダクタ又は
ドレッジポンプである水底トレンチ掘削装置。
【請求項５】
　請求項４に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記バリア手段は，固形物質が
選択された限界寸法よりも大きい寸法を有する場合に，その固形物質がエダクタ又はドレ
ッジポンプの入口に進入するのを防止し，又は遅延させるよう構成されている水底トレン
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チ掘削装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記底土掘削
手段は，無端経路に沿って移動するよう配置された複数の掘削素子を含む水底トレンチ掘
削装置。
【請求項７】
　請求項６に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記底土掘削手段は，ロックホ
イール，チェーンカッタ又はシェアラである水底トレンチ掘削装置。
【請求項８】
　請求項１～５の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記底土掘削
手段は，オーガである水底トレンチ掘削装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記バリア手
段は，実質的に水底面レベルに配置される水底トレンチ掘削装置。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記排土手段
が，前記バリア手段の上方に配置される水底トレンチ掘削装置。
【請求項１１】
　請求項４，５又は７に記載され，或いは請求項４に従属する場合の請求項６又は８～１
０の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記排土手段がエダクタで
あり，該エダクタの駆動ジェットが前記底土掘削手段に向けられ，これにより該底土掘削
手段上に集積した底土を駆除する水底トレンチ掘削装置。
【請求項１２】
　請求項４，５，７又は１１に記載され，或いは請求項４に従属する場合の請求項６又は
８～１０の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置であって，前記エダクタから排
出される液体の経路が，前記底土掘削手段の回転方向に対して実質的に接線方向に向けら
れる水底トレンチ掘削装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２の何れか一項に記載された水底トレンチ掘削装置を備える水底トレンチ
掘削機であって，該掘削機をトレンチ掘削のために所望の方向に推進させる推進手段を更
に備える水底トレンチ掘削機。
【請求項１４】
　請求項１３に記載された水底トレンチ掘削機であって，前記水底トレンチ掘削装置及び
／又はその構成要素の作動を制御するための制御手段を更に備える水底トレンチ掘削機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，水底にトレンチを掘削するための装置又は機材に関する。このようなトレン
チは，典型的にはケーブルやパイプライン等を埋設して損傷から保護するために使用され
る。本発明は，特に，水底の硬質基盤におけるトレンチの形成技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　湖底や海底にトレンチを形成するための多種の装置が既知である。トレンチを掘削する
ため，しばしばチェーンカッタやロックホイールが使用される。このようなトレンチ掘削
装置は，底床を構成する地盤や岩盤（以下，「底土」と称する。）を掘削するものであり
，トレンチ掘削装置の前側に多量の掘削排土を生成する傾向がある。トレンチ掘削装置の
前側に多量の排土が生成されると，多くの問題点が生じる。例えば，排土の生成によりト
レンチ掘削装置の掘進が停止し，又は阻害されることがある。また，底土がトレンチ掘削
装置の周囲に流され，トレンチがパイプやケーブルの敷設前に埋め戻される場合がある。
更に，底土の集積により底土が推進機構（例えば機体用の関節型推進軌道）との干渉を生
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じることもある。
【０００３】
　底床における底土性状は多くの場合に不均一であり，トレンチ掘削装置はしばしば小石
等の非常に硬い物体に遭遇する。このような小石は，例えばドレッジポンプやエダクタ等
の排土装置を閉塞させ，これによりトレンチ掘削装置の作動を阻害することがある。
【０００４】
　他の問題点として，底土がトレンチ掘削装置の掘削部品（ロックホイールにおけるピッ
ク等）に付着して閉塞を生じさせ，底土掘削装置の使用を妨げる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は，上述した問題点の一部又は全てを解消することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は，その第１の実施態様において，前側に掘削部が配置され，かつ，後側に非掘
削部が配置された底土掘削手段と，底土掘削手段の前方位置から底土を排出する排土手段
と，底土が底土掘削手段における非掘削部を通過するのを実質的に防止するよう構成配置
されたバリア手段とを備える水底トレンチ掘削装置を提供するものである。
【０００７】
　好適な実施形態において，バリア手段は，底土に含まれている固形物質のうち，選択さ
れた限界寸法よりも最大寸法の大きい固形物質の通過を防止するよう構成されている。
【０００８】
　いくつかの好適な実施形態において，排土手段は，底土を流動状態で搬送する。
【０００９】
　好適には，排土手段はエダクタ又はドレッジポンプである。
【００１０】
　いくつかの好適な実施形態において，バリア手段は，固形物質が選択された限界寸法よ
りも大きい寸法を有する場合に，その固形物質がエダクタ又はドレッジポンプの入口に進
入するのを防止し，又は遅延させるよう構成されている。
【００１１】
　好適な実施形態において，底土掘削手段は，無端経路に沿って移動するよう配置された
複数の掘削素子を含む。好適には，底土掘削手段は，ロックホイール，チェーンカッタ又
はシェアラ等である。
【００１２】
　他の好適な実施形態において，底土掘削手段はオーガである。
【００１３】
　好適な実施形態において，バリア手段は実質的に水底面レベルに配置される。
【００１４】
　好適な実施形態において，排土手段はバリア手段の上方に配置される。
【００１５】
　排土手段がエダクタである実施形態において，好適には，エダクタの駆動ジェットは底
土掘削手段に向けられ，これにより該底土掘削手段上に集積した底土を駆除する。好適に
は，エダクタから排出される液体の経路は，底土掘削手段の回転方向に対して実質的に接
線方向に向けられる。
【００１６】
　好適には，エダクタは，エダクタにより搬送される底土の流動化流の流速を低下させる
よう配置されたディフューザ部を含む。これにより，底土に含まれる高濃度物質はトレン
チに落ち込む。
【００１７】
　本発明は，第２の実施態様において，第１の実施態様に係る水底トレンチ掘削装置を含
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む水底トレンチ掘削機を提供するものである。この掘削機は，該掘削機をトレンチ掘削の
ために所望の方向に推進させる推進手段を更に備える。
【００１８】
　好適には，水底トレンチ掘削機は，水底トレンチ掘削装置及び／又はその構成要素の作
動を制御するための制御手段を更に備える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　以下，本発明の理解を容易とし，かつ，本発明がどのように実施されるかを示すため，
単なる例示とした図面を参照して本発明を更に詳述する。
【図１】本発明に係る装置の正面図である。
【図２】本発明に係る装置の側面図である。
【図３】本発明に係る装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図面には，水底にトレンチを形成するための水底トレンチ掘削装置10が示されている。
以下，「水底」との用語は，内海又は外海の海底や湖底を含むものとして使用する。トレ
ンチ掘削装置10は，底土掘削手段12を備える。種々の底土掘削手段，例えばチェーンカッ
タ，ロックホイール及びシェアラが既知であり，かつ，使用可能である。図１～３では，
ロックホイール12aが示されている。ロックホイール12aは，名目上は水平な回転軸線14を
中心として回転可能に取り付けられるホイール又はディスクを備える。ロックホイール12
aの外周面16には複数の底土掘削素子18が取り付けられており，各掘削素子は，典型的に
は，適当な耐久性を有する材料により形成した掘削歯又は掘削ピックで構成される。
【００２１】
　ロックホイール12aは，図２に示す配置に関して反時計方向に回転する。即ち，底土掘
削素子18はロックホイール12aの外周に沿う無端の円形経路を移動し，その際に前部20に
おいて底床と係合する。その回転の間の底床との係合に際し，底土掘削素子18は底床中を
掘削すると共に底土を排除してトレンチを形成する。
【００２２】
　チェーンカッタは，ロックホイールと広義には同様に作動する。チェーンカッタの場合
には，底土掘削素子が無端のベルト又はチェーンに取り付けられており，そのベルト又は
チェーンを駆動することにより底土掘削素子を無端ループに沿って移動させ，その移動の
一部の間に底土と接触させる。
【００２３】
　トレンチ掘削装置の後側におけるトレンチに対する不所望の早期埋め戻しを防止し，又
は軽減するため，排土手段22が設けられている。各種の排土手段が本発明における使用に
適しているが，好適な排土手段はドレッジポンプ，より具体的にはエダクタを含む。エダ
クタを図１～３に参照数字22aで示す。
【００２４】
　エダクタ22aは，入口24及び出口26を含む。即ち，エダクタ22aは，底土を入口24に引き
込み，出口26から排出する。より具体的には，エダクタ22aは，底土を底土掘削手段12の
前方位置から引き込み，かつ，典型的には底土掘削手段12の後方に向けて排出する。好適
な実施形態において，エダクタ22aは，流動化した物質のエダクタを通しての経路が可能
な限り真直（もっとも好適には完全に真直）となるように構成されている。これにより，
排土物質がエダクタ内におけるベンドに堆積して閉塞を生じさせるような不都合を回避す
ることができる。
【００２５】
　底土掘削手段12は，好適には，少なくとも掘削作業の間に水底面レベルの上方に位置す
る部分がシュラウドで覆われる。図１～３は，ロックホイール12aの上側部分を覆うスラ
ウド又はカバーを示す。シュラウド又はカバー28を設けることにより，排土手段22（好適
にはドレッジポンプ又はエダクタ22a）による排土効率が向上する。
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【００２６】
　本発明が克服しようとする特別な問題点は，底土掘削手段12の前方における底土の堆積
である。上述したように，このような底土の堆積は，第１にトレンチ掘削装置の前進を阻
害し，又は停止させる可能性があり，第２に底土掘削手段の周辺における底土をトレンチ
内に埋め戻す可能性があり，第３に底土がトレンチ掘削装置における駆動機構内に落ち込
んでその運動を阻害する可能性がある。底土掘削手段12上，特に底土掘削素子（掘削歯）
18上に堆積した排土も，トレンチ掘削作業の効率を低下させる可能性がある点で問題であ
る。排土手段の閉塞も，トレンチ掘削作業を遅延させるものであって，難点となり得る。
このような問題の少なくとも幾つかに対処するため，本発明に係るトレンチ掘削装置10に
は，底土掘削手段12の前方にバリア手段30又はガードが設けられている。バリア手段30又
はガードは，好適には底土掘削手段12の直前に配置する。特に，バリア手段30は，掘削途
上のトレンチの両側における通常の水底面レベルを基準として，少なくともほぼ水底面レ
ベルに配置する。幾つかの好適な実施形態において，バリア手段30は，その高さを掘削途
上のトレンチの深さに応じて変更できるように調整可能である。
【００２７】
　バリア手段30は，予め選択された寸法よりも大きな物体（石，小石等）がバリアを通過
できないように構成されている。この予め選択された寸法は，好適には，底土の排出に使
用されるドレッジポンプ又はエダクタの入口又は出口におけるパイプ径と同等とする。好
適な実施形態においては，バリア手段をほぼ水底面レベルに配置することにより，バリア
手段30の前方における底土の過剰な堆積を防止する。
【００２８】
　図１～３に示すように，排土手段22（典型的にはドレッジポンプ又はエダクタ22a）は
バリア手段30の真上に配置する。
【００２９】
　最も好適には，バリア手段30は，底土の硬質成分からの衝撃に抵抗できる頑丈で耐久性
のある材料で構成する。典型的には，バリア手段30は金属プレート製とするが，他の適当
な高強度材料を使用することもできる。
【００３０】
　更なる好適な実施形態において，排土手段22がエダクタ22aである場合，エダクタ駆動
ジェットは底土掘削手段12（例えば，ロックホイール12a又はチェーンカッタ）に向けら
れるよう構成することが可能である。これにより，底土掘削手段12は，底土を底土掘削手
段12から排除するため，特に底土を底土掘削素子18の周囲から排除するために使用される
エダクタ駆動ジェットからの高圧流体の経路中に置かれることとなる。
【００３１】
　エダクタ22aの出口を底土掘削手段12の回転方向に対して，即ち底土掘削手段12におけ
る各底土掘削素子の運動方向に対して接線方向に配置すれば，更なる利点が達成される。
これにより，接線方向の運動量を，流動化した掘削排土の搬送方向と同一方向とすること
ができる。
【００３２】
　本発明の好適な変形形態において，トレンチ掘削装置10にはクランバユニット32を設け
，このユニットにより，再循環した底土（即ち，底土掘削手段12上をその前部20から後部
34に向けて移送される底土）がトレンチ内まで戻されるのを防止する機能を支援する。こ
れにより，クランバユニット32はトレンチの底床又は底部を，パイプ又はケーブルなどを
敷設することのできる清浄状態とするのを支援する。クランバユニット32は，底土掘削手
段12の掘削深さ（従って，トレンチの深さ）に適合するよう高さを調整可能とすることが
できる。幾つかの実施形態において，クランバユニット32には，例えば強度及び変形抵抗
を高めるためのベンドリストリクタ又はシェア36を装着することができる。
【００３３】
　更なる好適な実施形態では，ドレッジポンプ又はエダクタの出口を適切に配置すること
により，底土がパイプ又はケーブル等の敷設後に装置10の後方でトレンチ内に導かれる構
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【００３４】
　更なる好適な実施形態では，ディフューザ38が設けられている。このディフューザは，
流動化した底土の速度を低下させることにより，高密度物質を優先的にトレンチ内に埋め
戻す機能を発揮する。
【００３５】
　本明細書及び特許請求の範囲の記載を通じ，「備える」及び「含む」の用語，並びのそ
れらの変化形，例えば「含んでいる」や「含み」は，「備えるも，限定されるわけではな
い」ことを意味しており，他の成分，添加剤，成分，個数又は工程を除外することを意図
するものではない。
【００３６】
　本明細書及び特許請求の範囲の記載を通じ，単数での表記は特段の事由のない限り複数
である場合を含む。特に，不定冠詞が使用される場合には，特段の事由のない限り単数の
みならず複数である場合も含むものと解すべきである。
【００３７】
　言うまでもなく，上述した本発明における特定の実施態様，実施形態又は実施例に関連
して記述した特徴，個数，特性，化学成分又は化学基は，その性質に反しない限り，本発
明の他の実施態様，実施形態又は実施例に適用可能である。

【図１】 【図２】

【図３】
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